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氏　名

住　所

年　代
□ 20歳未満 □ 20～29歳
□ 30～39歳 □ 40～49歳
□ 50～59歳 □ 60～69歳
□ 70～79歳 □ 80歳以上

□ 横浜市（ ）区　　□ 市外

横浜港局
承　　認

2 3  1　 8  7 9  0

郵便はがき

料金受取人払郵便

0 0 5

差出有効期間
令和7年11月
7日まで
（切手不要）

〈受取人〉
横浜市中区本町６丁目50番地の10
横浜市医療局健康安全課 行
（横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画改定
（素案）パブリックコメント担当）

検索

お問合せ先

いただいた御意見等、個人情報に関する御案内

御意見の提出方法

横浜市医療局健康安全課 企画調整係
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10
電話：045-671-2445 / FAX：045-664-7296

・いただいた御意見等は、今後の計画改定の参考とさせて
いただきます。

・いただいた御意見等の概要と、それに対する本市の考え方
をまとめ、後日、横浜市ウェブサイトで公表します。御意見
等への個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
なお、第三者の利益を害する恐れのあるものなど内容に
より公表しない場合があります。

・御意見等を正確に把握する必要があるため、電話や窓口
での口頭による御意見等は受け付けておりません。

・御意見等の提出に伴い、取得した個人情報は、「個人情
報の保護に関する法律」の規定に従い適正に管理し、
本案に対するパブリックコメントに関する業務にのみ
利用します。

横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）の閲覧方法

次のいずれかの方法で、御意見をお寄せください。

※電子メール、FAX にて御提出いただく場合も、「氏名」「住所（区名まで）」「年代」「素案への御意見」を明記し、
件名を「パブリックコメント」としてお送りください。

インターネット

電子メール

郵　便 F A X下の郵便はがきを切り取って御利用ください。
（切手不要。11月７日消印有効。）

素案は、各区役所区政推進課広報相談係、各区役所福祉保健課、
市役所市民情報センター及び医療局健康安全課でも御覧いただけます。

横浜市電子申請・届出システム

横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）の全文は、横浜市ウェブサイトから御覧いただけます。

045-664-7296

横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画 素案

電子メール： ir-influkeikaku@city.yokohama.lg.jp

ir-influkeikaku@city.yokohama.lg.jp

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/
procedures/apply/04df8084-a1e2-432d-8b7f-4973a0e322b6/start

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/yobosesshu/
kansensyoukeikaku/influkeikaku_public.html
※右の二次元コードからアクセスできます。

※右の二次元コードからアクセスできます。

募集
期間 10月8日（水） 11月7日（金）から まで令和７年

平成25年に策定した計画を、約10年ぶりに抜本改定

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症だけでなく、
その他の幅広い呼吸器感染症も想定

対策項目の取組を準備期・初動期・対応期の３期に分け、
準備期の取組を充実

対策項目を13項目に拡充し、内容を充実

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

横浜市新型インフルエンザ等
対策行動計画改定（素案）
新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が改定されました。
これに伴い「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定の
検討を行い、素案をとりまとめました。

横浜市新型インフルエンザ等
対策行動計画とは？
新型インフルエンザ等による感染
症危機が発生した際、感染拡大を
可能な限り抑制し、市民の皆様の
生命及び健康を保護するととも
に、市民生活・経済に及ぼす影響
が最小となることを目的に策定
する法定計画です。

市民意見
募集
を行います

改定のポイント

※このはがきは使用できません。

郵便はがき



□ 第１章  □ 第２章  □ 第３章  □ その他 

□ 1.実施体制  □ 2.情報収集・分析  □ 3.サーベイランス
□ 4.情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
□ 5.水際対策  □ 6.まん延防止  □ 7.ワクチン  □ 8.医療 
□ 9.治療薬・治療法  □ 10.検査  □ 11.保健  □ 12.物資 
□ 13.市民生活・経済の安定の確保

〈 御意見 〉

御意見のある項目に□を入れてください。（複数選択可）

（第3章を選択した場合は、御意見のある以下の項目にも□を入れて
 ください。（複数選択可））

横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）の構成

第1章 第2章

第３章

用語集

・生活支援を要する者への支援などを実施
・国の方針等を踏まえ、事業者支援を実施

市民等への感染防止策、事業者への事業継続
又は自粛等の準備などを周知

平時からマスク、生活必需品等の備蓄など必要な
準備を市民等へ勧奨

・個人防護具等の備蓄状況を確認
・医療機関等において個人防護具等が不足し、
 医療提供体制等に支障が生じるおそれがある場合、
 国等と連携しながら必要な対応を行う

・個人防護具等の備蓄状況を確認
・医療機関等において個人防護具等が不足し、 
 医療提供体制等に支障が生じるおそれがある場合、
 国等と連携しながら必要な対応を行う

必要な備蓄を計画的に実施し、定期的に確認

・感染症有事体制を確立、検査体制を拡充
・時期に応じた感染症対応業務を実施

国の要請を踏まえ、想定される業務量に対応する人員
確保など、保健所等における有事体制への移行を準備

応援職員やアウトソーシングで対応する業務の
仕分けの検討などを準備

状況の変化に応じて、国等の方針等に基づき、
検査体制を見直し、検査を実施

衛生研究所は、保健所等と連携し、
迅速かつ的確な検査を実施

衛生研究所は、国等の関係機関と役割分担を
確認し、有事における検査体制を整備

引き続き、国が示す診断・治療情報や診療指針等を、
必要に応じ医療機関等に周知、その活用について
調整等を行う

国等から共有された国内外の治療薬や治療法の
研究開発動向等を医療機関等に周知国の実施する研究開発等に必要に応じて協力

関係機関と連携し、時期に応じた医療提供体制を構築市内の医療機関への情報提供・共有、関係機関と
連携し、医療提供体制を確保

感染症予防計画に基づき、市民病院や
関係機関と連携し、医療提供体制を整備

・国の方針を踏まえた接種を実施
・接種スケジュールなどの情報を市民等へ提供

国の方針を踏まえ、接種会場や医療従事者の確保
など接種体制を構築

国や医療機関等の関係機関と連携し、人員や
会場等の接種体制の構築に向けた準備

まん延防止対策を実施
　・対象別（患者や濃厚接触者への対応、市施設等の
　　　　　使用制限に伴う運用の整理・対応 等）
　・時期別（封じ込めを念頭に対応する時期 等）

市内でのまん延防止対策を準備基本的な感染対策の普及

引き続き、横浜検疫所等と連携・協力し、
必要な対応を行う

国が行う検疫措置の強化等の水際対策を踏まえ、
横浜検疫所等と連携・協力し、必要な対応を行う

横浜検疫所等の訓練への参加や情報共有など
による連携・協力

市民等への積極的な広報等による情報提供
科学的根拠等に基づいた正確な情報提供、
リスクの共有、偽情報・誤情報等への対応を行い、
市民等の適切な判断・行動を促進

市民等への情報提供・共有方法を整理

有事のサーベイランスを実施、対応の切替え国の方針等に基づき、有事のサーベイランスを
開始、発生動向等を把握

感染症法※に基づき行う感染症サーベイランス
体制を整備し、感染症の発生動向の把握等の
平時のサーベイランスを実施

引き続き、リスク評価等を実施し、各種対策の
判断につなげる

国等と連携し、情報収集・分析に基づく
リスク評価等を実施、有事体制へ移行衛生研究所を中心に、情報収集・分析体制を整備

保健所等の業務状況に応じ全庁的な応援体制の構築
など、状況に応じた体制の見直し

市対策本部・各区対策本部を設置し、総合的・
効果的な対策を推進

関係局区の役割を整理し、有事に機能する組織・
応援体制を整備、訓練を実施

準備期 初動期 対応期
（発生前段階） （感染症発生段階） （封じ込めを念頭に対応する時期以降）

対策項目

実施体制1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

情報収集・分析

サーベイランス

情報提供・共有、
リスクコミュニケーション

水際対策

まん延防止

ワクチン

治療薬・治療法

医療

検査

保健

物資

市民生活・経済の
安定の確保

新設

新設

新設

新設

新設

新設

拡充

拡充

感染症危機を取り巻く状況や、新型インフルエンザ等対策特別
措置法の制定、新型コロナウイルス感染症対応での経験など、
改定にあたっての背景や経緯等を記載。

対策の目的と、時期に応じた対策の考え方、留意事項、対策
推進のための役割分担、対策項目の実効性の確保など基本
的な考え方等を記載。

下の郵便はがきに
「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画改定（素案）」

への御意見を御記入ください。

11月7日（金）消印有効

素 案 2～3ページ 素 案 4～10ページ

素 案 11～59ページ

素 案 60～66ページ

各対策項目の考え方及び取組（主なものを掲載）
… 新たな項目として記載を充実新設
… 現計画の項目「サーベイランス・情報収集」を2つに分け、各々記載拡充

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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